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消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、
「
場
合
」
を
「
場
合
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
で
あ
っ
て
消
費
者

の
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
通
常
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
」
を
「
（
同
項
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
内
容
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
消
費
者
の
当
該
消

費
者
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
通
常
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
取
引
条
件

」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
消
費
者
の
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
通
常
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も

の
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
が
当
該
消
費

者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
に
つ
い
て
の
損
害
又
は
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
通
常
必
要
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
事
情

第
四
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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４

消
費
者
は
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当
該
消
費

者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
分
量
、
回
数
又
は
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
量
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
消
費
者

に
と
っ
て
の
通
常
の
分
量
等
（
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
内
容
及
び
取
引
条
件
並
び
に
事
業
者
が
そ
の
締
結
に
つ

い
て
勧
誘
を
す
る
際
の
消
費
者
の
生
活
の
状
況
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
の
当
該
消
費
者
の
認
識
に
照
ら
し
て
当
該
消
費
者
契
約

の
目
的
と
な
る
も
の
の
分
量
等
と
し
て
通
常
想
定
さ
れ
る
分
量
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
著
し
く
超

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
誘
に
よ
り
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の

意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に

際
し
、
消
費
者
が
既
に
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
と
同
種
の
も
の
を
目
的
と
す
る
消
費
者
契
約
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
同
種
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
当
該
同
種
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
分
量
等
と
当
該
消
費
者
契
約
の

目
的
と
な
る
も
の
の
分
量
等
と
を
合
算
し
た
分
量
等
が
当
該
消
費
者
に
と
っ
て
の
通
常
の
分
量
等
を
著
し
く
超
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
誘
に
よ
り
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
及
び
第
七
条
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」
を
「
か
ら
第
七
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
取
消
権
を
行
使
し
た
消
費
者
の
返
還
義
務
）

第
六
条
の
二

民
法
第
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
と
し
て
給
付

を
受
け
た
消
費
者
は
、
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意

思
表
示
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
給
付
を
受
け
た
当
時
そ
の
意
思
表
示
が
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
消
費
者
契
約
に
よ
っ
て
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
返
還
の
義
務
を
負

う
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
六
箇
月
」
を
「
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「

第
四
項
」
に
改
め
、
「
（
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
民
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
）

第
八
条
の
二

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。
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一

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項

二

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
（
当
該

消
費
者
契
約
が
請
負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
）
に
よ
り
生
じ

た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項

第
十
条
中
「
民
法
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
律
」
を
「
消
費
者
の
不
作
為
を
も
っ
て
当
該

消
費
者
が
新
た
な
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
と
み
な
す
条
項
そ
の
他
の
法
令
中
」
に
、

「
比
し
、
」
を
「
比
し
て
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
商
法
」
の
下
に
「
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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一

附
則
第
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
七
条
」
を
「
か
ら
第
七
条
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日

三

附
則
第
六
条
の
規
定

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に
係
る
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
新
法

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
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定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
法
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
第
六
条
の
二
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
前
に
消
費
者
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
と
し
て
給
付
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
給
付
を
受
け
た
消
費
者
の

返
還
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
消
費
者
の
被
害
の
状
況
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
を
図
る
た
め
の
諸
施
策
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。第

九
十
八
条
の
う
ち
、
消
費
者
契
約
法
第
四
条
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
」
に
改

め
、
同
法
第
八
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
）

第
八
条
の
二

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効

と
す
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
、

第
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。


